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いよいよ10月1日から、消費税率の引き上げに伴い、「軽減税率制度」が導入されます。

飲食料品販売事業者のみならず、すべての事業者において

「区分経理」が必要となりますので事前に確認しておきましょう。

・ 令和元年10月1日からスタート、複数税率が初めて発生する

・ 消費税は原則10％になるが、飲食料品など一部は8％に

・ 経理方式の変更や、適用税率の把握等、事務負担が増加

出典：軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要です！（平成31年4月）広島国税局
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事業の未来のために！　「計画経営」のススメ

企業が持続・発展していくためには、「計画経営」を実践していくことが重要です。

具体的には、自社(店)の経営資源、強み、外部環境をきちんと認識したうえで、

“経営の見える化”と“事業の磨き上げ”を行い、“収益の維持・拡大”を図ってい

くことです。

※計画経営とは、「需要を見据えたビジネスプランに基づいて経営すること」です。

※ビジネスプランとは、「中期経営計画（事業承継計画を含む）」を指します。

法人･個人の別、事業規模の大小に関わらず、事業を持続させていくために必要

不可欠なモノです。

商工会では、経営発達支援計画（経営発達支援事業）に基づき、会員企業の計画経

営を重点的にサポートいたします。

ご自身、後継者、ご家族、従業員、取引先、地域のために、是非とも「計画経営」

に取り組んでみませんか！

ビジネスプラン策定の効果(ﾒﾘｯﾄ)

・経営の見える化

・事業の磨き上げ

・公的支援施策活用に有効

（補助金・専門家派遣）

・円滑な資金調達（融資）

・円滑な事業承継

・労使での情報共有（組織強化） etc

計画経営の効果(ﾒﾘｯﾄ)

・成り行き経営からの脱却

（ブレない経営）

・経営力のアップ

・信用力のアップ

・事業の持続的発展

（収益の維持・拡大） etc

計画経営に向けた取組フロー

①経営状況の把握

・経営環境分析（SWOT分析）

・財務分析

・事業分析

↓

②経営課題の抽出

・改善策の検討

↓

③ビジネスプランの策定

・事業計画（アクションプラン）

・収支計画

↓

④計画経営の実施

・進捗確認と振り返り

・結果検証と計画の見直し

↓

⑤PDCAマネジメントの実践

（計画～実行～検証～改善）

商工会による伴走支援

売れる商品開発セミナー

全３回（10～11月）

農水産加工品等の展示・商談会

ビジネスフェア中四国2020（来年２月＠広島市）

参加者募集
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部会研修会と会員旅行のご案内 帳簿の提出はお早めに！

女性活躍環境整備補助金のご案内 働き方改革への対応
対象事業

ソフト：女性従業員向けスキルアップセミナー

の開催、資格取得 等

ハード：女性従業員用休憩室・トイレの整備、

身体的負担軽減用機械設備の導入 等

補助金額 上限１３３万円（補助率2/3）

本年度から「働き方改革法」が順次施行されます。

1.年次有給休暇の取得義務化（2019年4月～）

毎年５日、確実に取得させなければなりません。

2.時間外労働の上限規制導入（2020年4月～）

時間外労働の上限は、月45時間、年360時間が

原則となります。

3.同一労働・同一賃金の導入（2021年4月～）

正規従業員と非正規従業員の不合理な待遇差が

禁止されます。

帳簿づけ 進んでいますか？

今年も残すところあと4ヶ月となりました。そ

ろそろ決算も意識して日々の帳簿づけを進め

ておきたいところです。

今年の10月からは、消費税率引き上げ・軽

減税率制度の導入の影響で、記帳の手間も

増えてきます。後で慌てないためにも定期的

な領収書の整理や帳簿付けを習慣にしましょ

う。

記帳機械化の事業所の方は、

少なくとも２～３か月に

1度の帳簿の提出を

お願いします。

観光振興部会・商業サービス

部会合同視察研修
開催日 10月上旬（予定）

行き先 大江ノ郷自然牧場 他

工業建設部会視察研修
開催日 11月6日(水)

行き先 航空自衛隊美保基地

会員親睦旅行
開催日 11月中旬（予定）

行き先 未定

相談窓口 島根働き方改革推進支援センター

（松江市母衣町 島根県商工会館7F）

0120-514-925 Fax0852-67-3821

働き方改革の効果(ﾒﾘｯﾄ)
・労働意欲と労働生産性のアップ

・働きやすい魅力ある職場づくりによる人材確保

（企業イメージアップ・人手不足対策） etc

働き方改革に向けた取組

・法律（労働基準法等）の確認

・就業規則の変更

・36協定や賃金制度の見直し

・労務管理全般の見直し etc

社労士の

無料派遣

申請フロー

①女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」

の策定

②上記「行動計画」の届出

（→労働局）

③「しまね女性の活躍応援企業」の申請・登録

（→県）

④「しまね女性の活躍環境整備補助金」の申請

（→県）

取組の効果(ﾒﾘｯﾄ)
・女性従業員の就業環境の改善

（企業イメージアップ）

・女性従業員の労働意欲アップ

・女性人材の確保

（人手不足対策）

・県の入札参加資格審査加点措置

専門家の無料派遣

後日、正式にご案内

いたします。

お楽しみに～♪
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　お　知　ら　せ

0120-514-925 Fax0852-67-3821
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